
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対象経費が 60万円未満の場合は補助対象外（消費税及び地方消費税の額を差引いた金額） 

※1,000円未満の端数切り捨てた金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 市町村税の滞納がないこと。   

 

 

令和８年４月１日（水）～令和８年９月30日（水） 
※予算が無くなり次第受付終了 

伊豆の国市 

生産性向上設備導入支援事業費補助金 

市内中小企業者の持続的な成長を図り、経営力の強化や従業員の賃上げ等を後押しするため、生産性

向上に資する機械設備の導入及び既存機械設備の改修等に取り組む中小企業者に対し、予算の範囲内に

おいて補助金を交付します。 

 
  

最大300 万円 

補助額について 

補助対象経費の 

1/2 以内 
補助率 

申請受付期間 

主な補助要件 

事前登録用フォームは 
こちらのQRコードから 

 

 

 

◇ 市町村税の滞

納がないこと。 

 

 

【申請前に必要な手続きについて】 

この補助金を申請するには、以下の 2つの事前手続きが必要です。 

① Webによる事前登録 

  期間：令和８年４月１日（水）～令和８年７月 3１日（金） 

② 商工会による事前審査（※電話での予約が必要） 

  期間：令和８年４月１日（水）～令和８年９月 18日（金） 

  持参書類・様式第３号（企業概要書及び事業計画書） 

・法人の場合（法人事業概況説明書、貸借対照表及び損益計算書）、個人の場合（確定申告書及び所得税青色申告決算書） 

・導入予定又は改修を予定している機械設備等の内容が確認できる書類（カタログ等）（見積書） 

補助対象者（主な要件） 対象機械設備 

伊豆の国市商工会 本所     伊豆の国市四日町 290 TEL 055-949-3090 
          伊豆長岡支所 伊豆の国市古奈 255  TEL 055-948-5333 
          大仁支所   伊豆の国市大仁 454  TEL 0558-76-3060 
 

国の重点支援地方交付金活用事業 

 

 

裏面もご確認ください 

（注意）補助金の交付決定前に事前着手（契約、発注、購入等）したものは、対象外となりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 市町村税の滞納がないこと。   

 

 

・市内に事業所があり、常時使用する従業員を雇用

している中小企業者(小規模事業者を含む) 

・市税の滞納がないこと 

・令和７年４月１日時点で市内に事業所があり、継続

して事業を続けていること 

・導入予定の機械等で、国・県・他の自治体の補助

金等を受給する予定がないこと 

・生産性向上に資する機械設備の導入、または 

 既存機械設備の改修等に係る経費 

＜以下の場合は補助対象外＞ 

・補助対象経費が 60万円未満 

・中古の製品 

・リース契約によるもの 

・汎用性があるもの（パソコン・乗用車等） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金交付までの流れ 

申請・問合せ先 

伊豆の国市産業部商工課      住所：伊豆の国市長岡346-1 

（受付時間：平日8：30～17：15）  TEL：055-948-1415 

FAX：055-948-2926 

Mail: syoukou@city.izunokuni.shizuoka.jp 

M  

詳しくは、市 HP掲載の要綱をご確認ください。 

https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/nousin/shoukou/r8_seisanseihojoki

n.html 

 

伊豆の国市 生産性向上 補助金 検 索 

こちらのQRからHPにアクセスできます。 

申
請
前
に
行
う
手
続
き 

補
助
金
交
付
申
請
か
ら
支
払
い
ま
で
の
流
れ 

事前登録 

市WEBフォームから登録 

令和 8年 7月 31日（金）〆切 

申 

請 

書 

類 

作 

成 

商工会事前審査 

提出先：伊豆の国市商工会 

※月曜日から金曜日に受け付け 
したものを、翌週の木曜日に 

返却予定。 

令和 8年 9月 18日（金）〆切 

申
請
前
の
手
続
き
完
了 

完了 

交付申請 
作成・提出 

提出先：伊豆の国市商工課 
交付決定までおよそ 10日間 

申 

請 
書 

受 

付 

・ 

交 

付 

決 

定 

令和 8年 9月 30日（水）〆切 

補助事業 
実施 

機械設備等の 
購入、改修の実施 

実績報告 
作成・提出 

提出先：伊豆の国市商工課 
事業完了から 

30日間以内に提出 

実
績
報
告
書
受
付
・
交
付
確
定 

令和 9年 2月 26日（金）〆切  

請求書 
作成・提出 

提出先：伊豆の国市商工課 
交付確定通知受領から 
10日間以内に提出 

補 
 

 

助 
  

金 
  

支 
  

払 

令和 9年 3月 15日（月）〆切 


